
総務常任委員会報告事項資料  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月１８日 

資料 
番号 

資   料   名 担 当 課 

１ 令和８年度組織・機構について 企 画 政 策 課 

２ 組織風土改革検討チームからの提言に

ついて 

コンプライア

ン ス 推 進 課 

３ （仮称）公文書管理条例の検討状況に

ついて 
総 務 課 

４ 小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化

基本構想の検討状況について 
環 境 政 策 課 

５ 小田原市消防本部定員管理計画の策定

について 
消 防 総 務 課 



コンプライアンス推進課を移設

総務部から移管 総務部財政課から移管

廃止する政策調整課デジタルまち
づくり係から移設

総務部職員課へ移管

企画部から移管 企画部職員課から移管

企画部職員課から移管 財産管理課管理係へ移管

資産経営課から名称変更 資産経営課管理係から移管

財産管理課土地係へ移管

経済部から移管

新設する企画政策課政策調整
係へ事務を移管

新設するデジタル推進課デジタ
ル推進係へ事務を移管

小田原城総合管理事務所へ移
管

文化財課史跡整備係から移管

歴史的風致維持向上に係る事
務を新設する文化財課歴史ま
ちづくり係へ移管

ス ポ ー ツ 振 興 係 ス ポ ー ツ 振 興 係

史 跡 整 備 係

文化政策課文化政策係から歴史的建
造物の活用に係る事務、都市部都市
政策課から歴史的風致維持向上に係
る事務を統合し、新設

埋 蔵 文 化 財 係 埋 蔵 文 化 財 係

歴 史 ま ち づ く り 係 　略

②

②史 跡 整 備 係

都 市 調 整 係

③

コンプライアンス推進課コンプライ
アンス推進係を移設

廃止する政策調整課未来創造係
から移設

新設する企画政策課財源確保
推進係へ移管

新たな財源確保を図るために新
設、企画政策課移住定住係から
移管

総務部資産経営課活用係から移
設

情報システム課情報システム係
から移管 新設するコンプライアンス推進

室のコンプライアンス推進係と
して移設

管 理 係 ⑦
　略 都 市 デ ザ イ ン 係※「旧（令和７年度）」経済部⑥⑦から

小田原城総合管理事務所 計 画 係 ⑥
都 市 部 都 市 政 策 課 都 市 政 策 係

　略

ス ポ ー ツ 課 管 理 係 ス ポ ー ツ 課 管 理 係

文 化 政 策 係

文 化 交 流 係 文 化 交 流 係

　略 　略

文 化 財 課 文 化 財 係 文 化 財 課 文 化 財 係

歴史的建造物の活用に係る事
務を新設する文化財課歴史ま
ちづくり係へ移管

　略 　略

文 化 部 文 化 政 策 課 文 化 政 策 係 文 化 部 文 化 政 策 課

財 産 管 理 課 管 理 係 ⑨

資産経営課保全係から移管、名
称変更

活 用 係 ⑩

土 地 係 ⑪ 保 全 係 ⑪

⑧

給 与 福 利 係 ⑤ 資 産 経 営 課 管 理 係 ⑨
新設する企画部資産マネジメント
課と財産管理課へ分離

企画部資産マネジメント課資産
マネジメント係へ移管

法 務 係 法 務 係

情 報 統 計 係 情 報 統 計 係

企画部へ移管 企画部財政課へ移管

職 員 課 人 事 研 修 係 ④ 財 政 課 財 政 係

⑦

企画政策課とデジタル推進課へ
事務を移管

デジタルまちづくり係 ③

総 務 部 総 務 課 総 務 係 総 務 部 総 務 課 総 務 係

情 報 シ ス テ ム 課 情 報 シ ス テ ム 係
新設するデジタル推進課へ統合 新設するデジタル推進課情報

システム係へ移管

資産マネジメント課 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 係 ⑩
公共施設の整備及び管理運
営の総合的な調整をするため
に新設 職 員 課 人 事 研 修 係 ④

⑥
新設するコンプライアンス推進室
として移設

総務部へ移管 総務部職員課へ移管

デ ジ タ ル 推 進 課 デ ジ タ ル 推 進 係 ③
給 与 福 利 係 ⑤情報システム課と政策調整課

デジタルまちづくり係を統合
し、新設

情 報 シ ス テ ム 係 ⑦
コンプライアンス推進課 コンプライアンス推進係

令和８年度 組織・機構について

新
（令和８年度）

旧
（令和７年度）

市 長 市 長

副 市 長 秘 書 室 秘 書 係 副 市 長 秘 書 室

市 長 部 局 市 長 部 局

秘 書 係

広 報 広 聴 室 広 報 係 広 報 広 聴 室 広 報 係

広 聴 係 広 聴 係

コンプライアンス推進室 コンプライアンス推進係 ⑥

企 画 部 企 画 政 策 課 企 画 政 策 係 企 画 部 企 画 政 策 課

財 源 確 保 推 進 係 ①

①

①・③

財 政 課 財 政 係 ⑧ 政 策 調 整 課 未 来 創 造 係 ②

企 画 政 策 係

行 政 経 営 係 行 政 経 営 係

政 策 調 整 係 ② 移 住 定 住 係 ①

… 新たに設置する組織

… 変更の対象となる組織

… 統合・廃止する組織

※

資料１
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健康づくり課介護予防推進係を統合

子育て政策課から名称変更 子育て政策係から名称変更 子ども政策課へ名称変更 子ども政策課子ども政策係へ名称変更

青少年課育成係から名称変更し、移管

子ども政策課へ統合 こども政策課青少年係へ移管

商業振興課と統合 商業振興課と統合

商業・ものづくり振興係へ名称
変更

商業振興課商業振興係から移管 労政雇用係と統合

企業誘致係と労政雇用係を統合 企業誘致係と統合

産業政策課と統合 産業政策課商業・ものづくり振
興係へ統合

文化部へ移管

病院管理局医事課から移管

入退院に係る業務のため新設

総合的な相談業務のため新設

経営管理係から分離、新設 経営戦略係と人事総務係へ分離

経営管理係から分離、新設

病院再整備課再整備係から移設 新設する施設用度課へ統合 施設用度課施設係へ移管

高齢介護課地域包括支援係へ
統合

病院施設等に係る業務のため
新設

用 度 施 設 係 ②

新設する施設用度課用度係へ
移管

②

手 当 ・ 医 療 係

成 人 保 健 係 成 人 保 健 係

①・④

地場産業振興係から名称変更、
商業振興課商業振興係と統合

産業政策課中心市街地振興係
として移管

②・③

総 合 相 談 係

商 業 振 興 課 商 業 振 興 係 ④

商業・ものづくり振興係 地 場 産 業 振 興 係 ①

中 心 市 街 地 振 興 係 ⑤ 企 業 誘 致 係 ②

介 護 予 防 推 進 係 ①

① 病 院 管 理 局 経 営 管 理 課 経 営 管 理 係 ①

人 事 総 務 係 ①

企 業 誘 致 ・ 労 政 係 労 政 雇 用 係 ③

入 退 院 支 援 係

患者サポートセンター地域医療
連携係へ移管

③

医 事 課 医 事 係 医 事 課 医 事 係

地 域 医 療 連 携 係 ④

施 設 用 度 課 施 設 係 病 院 再 整 備 課 再 整 備 係

用 度 係 ②

③

経営管理課用度施設係から移管

病 院 管 理 局 経 営 管 理 課 経 営 戦 略 係

管 理 係 ⑦

※「新（令和８年度）」文化部⑥⑦へ

患 者 サ ポ ー ト セ ン ター

患者サポートに係る業務のた
め新設

病院事業管理者 地 域 医 療 連 携 係 ④ 病院事業管理者

中 心 市 街 地 振 興 係 ⑤

　略 　略

小田原城総合管理事務所 計 画 係 ⑥

市立総合医療センター 市 立 病 院

経 済 部 産 業 政 策 課 産 業 政 策 係 経 済 部 産 業 政 策 課 産 業 政 策 係

保 育 係

保 育 施 設 係 保 育 施 設 係

青 少 年 課 育 成 係

　略 　略

保 育 課 保 育 係 保 育 課

子ども若者部 子 育 て 政 策 課 子 育 て 政 策 係 ①

②

手 当 ・ 医 療 係

青 少 年 育 成 係

子ども若者部 子 ど も 政 策 課 子 ど も 政 策 係 ①

　略 　略

健 康 づ く り 課 保 健 医 療 係 健 康 づ く り 課 保 健 医 療 係

地 域 包 括 支 援 係 ① 地 域 包 括 支 援 係

介 護 給 付 係 介 護 給 付 係

介 護 認 定 係 介 護 認 定 係

　略 　略 　略 　略

高 齢 介 護 課 高 齢 者 福 祉 係 高 齢 介 護 課 高 齢 者 福 祉 係

福 祉 健 康 部 福 祉 政 策 課 福 祉 政 策 係 福 祉 健 康 部 福 祉 政 策 課 福 祉 政 策 係

新
（令和８年度）

旧
（令和７年度）

※
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新
（令和８年度）

旧
（令和７年度）

区      分 部・部相当 課・課相当 係

市 長 部 局 12 55 136

市 立 総 合 医 療
セ ン タ ー

1 4 8

消 防 1 11 33

上 下 水 道 1 5 13

教 育 委 員 会 1 3 8

選 挙管 理委 員会 － 1 1

公 平 委 員 会 － － －

監 査 事 務 局 1 － 1

農 業 委 員 会 － 1 1

固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会

－ － －

市 議 会 1 1 2

計 18 81 203

区      分 部・部相当 課・課相当 係

市 長 部 局 12 57 138

市 立 病 院 1 3 5

消 防 1 11 33

上 下 水 道 1 5 13

教 育 委 員 会 1 3 8

選 挙管 理委 員会 － 1 1

公 平 委 員 会 － － －

監 査 事 務 局 1 － 1

農 業 委 員 会 － 1 1

固 定 資 産 評 価
審 査 委 員 会

－ － －

市 議 会 1 1 2

計 18 82 202
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市 長 部 局

小 田 原 市 行 政 機 構 図

（令和８年４月１日）

市 長 副 市 長 秘 書 室 秘 書 係

広 報 広 聴 室 広 報 係 広 聴 係

企 画 部 企 画 政 策 課 企 画 政 策 係 行 政 経 営 係

コンプライアンス推進室 コンプライアンス推進係

財 源 確 保 推 進 係

政 策 調 整 係

財 政 課 財 政 係

デ ジ タ ル 推 進 課 デ ジ タ ル 推 進 係 情 報 シ ス テ ム 係

資 産 マ ネ ジ メ ン ト 課 資 産 マ ネ ジ メ ン ト 係

総 務 部 総 務 課 総 務 係 法 務 係 情 報 統 計 係

職 員 課 人 事 研 修 係 給 与 福 利 係

財 産 管 理 課 管 理 係 土 地 係

契 約 検 査 課 契 約 係 検 査 係

市 税 総 務 課 税 制 係 納 税 係

市 民 税 課 市 民 税 係

資 産 税 課 賦 課 係 土 地 評 価 係 家 屋 評 価 係

公 営 事 業 部 事 業 課 総 務 係 事 業 係

地 域 安 全 課 生 活 安 全 係 市 民 相 談 係

人 権 ・ 男 女 共 同 参 画 課 人 権 ・ 男 女 共 同 参 画 係

市 民 部 地 域 政 策 課 自 治 振 興 係 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 係 市 民 活 動 推 進 係

地 域 セ ン タ ー 係

マ ロ ニ エ 係 い ず み 係 こ ゆ る ぎ 係

アークロー ド市民窓口係

戸 籍 住 民 課 管 理 係 住 民 異 動 係 戸 籍 係

生 涯 学 習 課 生 涯 学 習 係 郷 土 文 化 館 係 尊 徳 記 念 館 係

文 化 財 課 文 化 財 係 埋 蔵 文 化 財 係 歴 史 ま ち づ く り 係

防 災 部 防 災 対 策 課 危 機 管 理 係 地 域 防 災 係

文 化 部 文 化 政 策 課 文 化 政 策 係 文 化 交 流 係

環 境 部 環 境 政 策 課 環 境 政 策 係 資 源 循 環 係

ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 課 ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 係 エ ネ ル ギ ー 事 業 推 進 係

図 書 館 管 理 係 資 料 係

ス ポ ー ツ 課 管 理 係 ス ポ ー ツ 振 興 係

史 跡 整 備 係

総 合 支 援 係

監 査 指 導 係

環 境 保 護 課 環 境 保 護 係 衛 生 ・ 美 化 係 公 害 対 策 係

環 境 事 業 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 管 理 係 収 集 係 施 設 係

生 活 援 護 課 生 活 援 護 係

[ 福 祉 事 務 所 ] 高 齢 介 護 課 高 齢 者 福 祉 係 地 域 包 括 支 援 係

福 祉 健 康 部 福 祉 政 策 課 福 祉 政 策 係 ケ ア タ ウ ン 推 進 係

保 険 課 国 民 健 康 保 険 係 保 険 料 係 高 齢 者 医 療 係

国 民 年 金 係

介 護 給 付 係

介 護 認 定 係

障 が い 福 祉 課 障 が い 福 祉 係 障 が い 給 付 係 障 が い 者 支 援 係

健 康 づ く り 課 保 健 医 療 係 成 人 保 健 係

子 ど も 若 者 部 子 ど も 政 策 課 子 ど も 政 策 係 青 少 年 育 成 係 手 当 ・ 医 療 係

子 ど も 若 者 支 援 課 子 ど も 若 者 相 談 係 子 ど も 健 康 係 つ く し ん ぼ 教 室 係

保 育 課 保 育 係 保 育 施 設 係

[ 認 定 こ ど も 園 ]

下曽我保育園/曽我保育園/早川保育園/豊川保育園/
桜井保育園

た ち ば な こ ど も 園

観 光 振 興 係

経 済 部 産 業 政 策 課 産 業 政 策 係 商業・ものづくり振興係 中 心 市 街 地 振 興 係

企 業 誘 致 ・ 労 政 係

[ 保 育 所 ]

都 市 調 整 係

都 市 計 画 課 都 市 計 画 係 景 観 係 市 街 地 整 備 推 進 係

小 田 原 城 総 合 管 理 事 務 所 計 画 係 管 理 係

都 市 部 都 市 政 策 課 都 市 政 策 係 都 市 デ ザ イ ン 係

農 政 課 農 林 業 振 興 係 農 地 整 備 係 青 果 市 場 係

水 産 海 浜 課 水 産 振 興 係 海 岸 漁 港 係

観 光 課

地 域 交 通 課 地 域 交 通 係

建 築 指 導 課 指 導 係 審 査 係 建 築 道 路 相 談 係

国 県 事 業 推 進 課 国 県 事 業 推 進 係

土 木 管 理 課 管 理 係 用 地 係 地 籍 調 査 係

開 発 審 査 課 調 査 係 審 査 係 開 発 相 談 係

建 設 部 建 設 政 策 課 建 設 政 策 係

道 水 路 整 備 課 建 設 係 維 持 係 河 川 係

み ど り 公 園 課 管 理 係 公 園 係 計 画 緑 政 係

[ 会 計 管 理 者 ]
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組織風土改革検討チームからの提言について 

 

１ 経 緯 

職員の逮捕をはじめとして、市民からの信頼を大きく損なう事案が相次ぎ、

極めて深刻な事態を招いたことから、それらの原因となった組織風土の改革

を検討するため、小田原市職員コンプライアンス推進委員会の調査検討部会

として、「意識改革検討チーム」と「事務ミス対策検討チーム」からなる「組

織風土改革検討チーム」を設置した。 

 

２ 検討期間と主な検討内容 

令和７年 11 月 11 日から令和８年１月 23 日まで、問題となる組織風土や

改革に向けた取組を検討するため、全体の会議を４回開催した。 

期  日 内      容 

令和７年 11 月 11 日（火） 第１回会議（不祥事や事務ミスの現状把握と課

題についての意見交換） 

同年 12 月１日（月） 第２回会議（アドバイザーによる講義、問題と

なる組織風土の検討） 

同年 12 月 23 日（火） 第３回会議（問題となる組織風土、改革に向け

た取組内容の検討） 

令和８年 １月 23日（金） 第４回会議（目指すべき組織風土の検討、提言

書の作成） 

２月４日（水） コンプライアンス推進委員会に提言 

また、これらの会議を補完するため、意識改革検討チーム、事務ミス対策

検討チームでそれぞれ８回のチーム別のミーティングを実施するとともに、

庁内情報共有ツールを活用して随時チーム内の意見交換を実施した。 

資料２ 
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３ 提言の内容 

(1) 問題となる組織風土 

これまでに発生した不祥事や事務ミス、それに対するコンプライアンス

の取組状況を踏まえ、その原因や背景、さらに背景を生み出した組織風土

について検討し、次の５点を問題となる組織風土とした。 

ア 「できて当然」の前提 

  不祥事や事務ミスへの対応が通知や指示の発出が中心であり、その受 

け止めは職員の資質に委ねられてしまっている。 

イ チームワークの弱体化 

  部署間の連携や職員間の自由な意見交換がしづらくなっている。 

ウ 不十分なチェック機能 

  チームとしてミスを防ぐ体制や環境が不足している。 

エ 組織の未来への関心不足 

  目の前の業務に集中するあまり、市や担当業務の未来に意識が向けら 

れない。 

オ 社会環境変化への適応力の弱さ 

  社会環境変化に伴う業務の見直しが進まず、変化への抵抗が強い。 

 

(2) 目指すべき組織 

  問題となる組織風土を踏まえ、「一人に背負わせず、チームで挑む」市

役所を目指すため、次の取組を提言した。 

 

(3) 組織風土改革に向けた具体的な取組 

ア 不祥事や事務ミスの検証と共有の取組 

不祥事や事務ミスへの改善策について、現状の通知の発出等の取組以
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上の働きかけを行う。 

（具体的な取組） 

検証と共有の環境整備、バッドニュースファーストルール 

イ 「人づくり」の取組 

人事評価、研修、採用、異動を見直すとともに、スキルシェアリング

の導入や副課長の役割の再定義を行う。 

（具体的な取組） 

人事評価制度・研修・採用制度の見直し、異動スパンの短縮、スキル

シェアリング、兼務副課長の廃止 

ウ 検討なき前例踏襲を起こさない取組 

前例踏襲の背景のひとつである、既存の事業をやめられないという課

題とそれに伴う人的余力の欠乏に対し、行政改革を進めやすくするルー

ルを設け、スクラップ＆ビルドを体質化する。 

（具体的な取組） 

ワンイン／ワンアウトルール、事業棚卸（仕分け）ルール 

エ チームワークを強化する取組 

 組織や各職員の役割を見直すとともに、職員間の連携を強化する。 

（具体的な取組） 

全庁的なマネジメントの強化と業務改善推進体制の構築、職員一人ひ

とりを支援する取組、職員間の連携を強化する取組 

オ チェック機能を確保する取組 

全庁レベル、現場レベルのそれぞれの役割を明確化するとともに、事

務ミスが起きにくい職場環境づくりを進める。 

（具体的な取組） 

チェック体制の再構築、適正な事務執行のための時間確保や環境整備 
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カ 組織として職員の知識や情報を継承する取組 

 従来の異動のための引継ぎという視点を超え、組織として職員の知識

や情報を継承する、「業務の見える化」を推進する。 

（具体的な取組） 

形式的な「引継ぎ」から「業務の見える化」へ  

キ 変化を促進する取組 

 積極的に先進技術を活用するとともに、安心して提案することができ

る職場づくりに取り組む。 

（具体的な取組） 

社会環境変化に対応した業務のアップデート、心理的安全性の確保 

  

４ 今後の対応 

令和８年２月４日に開催した市職員コンプライアンス推進委員会におい

て、委員長である市長が、「組織の問題点については、ほぼ指摘がされてお

り、体質的な問題についてもしっかりと研究されている」と発言した。同委

員会では、提言を真摯に受け止め、早期に実施できる項目については速やか

に取り組むことを確認した。 

また、提言された項目の中には、コンプライアンス推進計画の範疇を超え

た、人事や行政改革に関する項目も含まれていたことから、これらの取組に

ついても、実現に向けた推進体制や時期等について速やかに検討を進めてい

くこととした。 
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はじめに 
 

令和７年９月に、当時、環境部長であった職員が収賄容疑で逮捕されました。部局長級職

員の逮捕は本市に前例のない出来事であり、前年１月の元環境事業センター職員の逮捕とと

もに、市民と職員に大きな衝撃を与えました。 

また、令和７年３月には市立病院における企業債の借入額の誤りが発覚し、同年５月には

地域手当に関する条例の改正漏れという重大な事務ミスが続けて明らかになりました。  

その後も、事務ミスが断続的に発生し、これらの一連の事案により、市政の基盤である、

市民からの信頼が大きく損なわれるという危機的状況に直面しています。 

 

本市ではこれまで、平成23年度にコンプライアンス基本方針を策定し、部局長を委員とす

る職員コンプライアンス推進委員会を設置。不祥事が発生するたびに原因究明と再発防止に

取り組んできました。 

また、事務ミスについても、発生の都度、当該部署で再発防止に努め、全庁的に対応すべ

き事案については、通知の発出や研修の実施等の対策を講じてきました。 

これらの対策によって、全く同様の事案が再発することはなく、一定の抑制効果はありま

したが、異なる形での不祥事や事務ミスが発生してしまうという現状がありました。 

 

このような状況の背景には、「問題となる組織風土が存在しているのではないか」との考え

から、その組織風土を明らかにし、改革するための取組を進める必要があると判断しました。 

組織風土は、職員の無意識の考え方や習慣の集合体であることから、検討にあたっては、

職員自身が個々の事案を切り口として自らの組織を顧みることで本質的な問題を明らかにす

ることにつながると考えました。 

そこで、職員コンプライアンス推進委員会の調査検討部会として、安藤副市長をリーダー、

企画部及び総務部の副部長をサブリーダー、庁内公募した副課長以下の職員 16 名をメンバ

ーとする組織風土改革検討チームを設置するとともに、外部の弁護士やコンサルタントから

の助言を受けながら、意識改革と事務ミス対策のテーマを設定したチームにより議論を進め

ました。 

 

この提言は、職員有志のチームの検討結果として、不祥事や事務ミスの根底にある組織風

土を変えるための取組についてまとめたものです。 

問題のある組織風土は、すべての職員や部署に、あるいは常に存在するわけではありませ 

んが、職員一人ひとりが自らの能力を高めて不祥事や事務ミス防止に努めるとともに、組織

として、不祥事や事務ミスを個人や部署の責任ではなく、組織全体の課題と捉えて改革を進

めることで、組織全体がより良く変わることができると考えています。 

職員コンプライアンス推進委員会でこの提言の内容を十分に議論していただき、真に市民

の信頼回復につながる組織風土改革が実現するよう期待するものです。 
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問題となる組織風土 
 

 組織風土改革検討チームは、本市で発生した不祥事や事務ミス、それに対するコンプライ

アンスの取組についての情報を共有したうえで、不祥事や事務ミスの原因、原因の背景、そ

のような背景を生み出した組織風土について検討しました。 

 

不祥事の原因は、不祥事の当事者である職員個人の原因と、組織的な原因があると考えま

した。 

職員個人の原因については、不祥事の当事者自身のコンプライアンス意識の低さが主な要

因であり、その背景には不正行為の「結果」への認識不足、仕事のやりがいや組織への愛着

が弱く、不正行為を当事者なりに正当化してしまっていたのではないかと考えました。 

組織的な原因については、チェック体制の甘さや業務の属人化があり、その背景に、自身

の担当業務以外を支援できる余力がなく他の職員や組織全体に意識が向かないこと、安心し

て問題提起できない雰囲気があるのではないかと考えました。 

 

事務ミスについては、チェック不足、知識や経験の不足が主な原因であり、その背景には

不祥事と同様に、人的余力の不足や職場の雰囲気の問題ほか、集中できない職場環境、引継

ぎやマニュアル整備の不徹底があるのではないかと考えました。 

 

以上を踏まえ、組織風土改革検討チームではそのような背景を生み出した組織風土につい

て議論した結果、不祥事と事務ミスに通底する５つの組織風土があると見立てました。 
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１．「できて当然」の前提 

  公務員なら「できて当然」という前提で、不祥事やミスへの対応が通知や指示の発出が 

中心であり、倫理観の改善や根本的な再発防止策が自分事と受け止められるかは、本人

任せの状況です。さらには、業務の進め方も同様に、財政的・人的余力の厳しさを踏ま

えない指示が出たり、対応の負担が大きすぎる内部ルール変更が行われたりしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは令和７年度コンプライアンス実態調査結果 

 

２．チームワークの弱体化 

  担当者の考え方や現場感覚を重視することは大切ですが、市役所全体での整合性や複数

の部署で連携して対応する意識が弱くなりつつあります。また、他部署や他の職員に意

見すると強く反発されることもあり、自由に意見を言いづらい雰囲気があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは令和７年度コンプライアンス実態調査結果 
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３．不十分なチェック機能 

自分が主担当になっている業務には熱心に取り組みますが、管理監督者としてのチェッ 

クや副担当としてのチェック、新たなチェック手法の活用等に対する優先順位が低く、 

チームとしてミスを防ぐ体制や環境が不足している場面が見受けられます。 

 

 

 

 

４．組織の未来への関心不足 

目の前の業務に集中するあまり、小田原市の将来都市像や担当業務の未来に対して意識 

を向けることができていないことがあり、より長期的な視点で業務に取り組む姿勢が必 

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは令和７年度コンプライアンス実態調査結果 
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５．社会環境変化への適応力の弱さ 

  市の業務は、行政課題を解決するための手段であり、社会環境変化にともなって行政課

題やその解決方法も変化するため、常に見直しを図るのが本来であるにもかかわらず、

変化への抵抗が強く、検討なき現状維持・前例踏襲が一部に生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは令和７年度コンプライアンス実態調査結果 
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組織風土改革の取組 
 

問題のある組織風土を変え、 

「一人に背負わせず、チームで挑む」 
市役所を目指すため、以下の取組を提言します。 

 

１．意識改革検討チームの提言 

（１）不祥事や事務ミスの検証と共有の取組 

「①「できて当然」の前提」を変えるため、通知の発出等が中心の現状の取組以上の働   

きかけをします。 

不祥事や事務ミスの検証と共有の取組 

1 検証と共有の環境整備 不祥事や事務ミスの組織的な原因や背景を徹底的に検証し、その

結果を全職員が理解し、行動変容につながる環境を整備する。 

・事業者との関わり方を定期的に係ミーティングのテーマにする 

・AI等を活用し、職員が必要な時に、不祥事や事務ミスの情報を

参照し、防止に努めやすい環境を整備する 

2 バッドニュースファースト

ルール 

不祥事や事務ミスが報告されないことが組織にとって最大のリ

スクだと周知し、早急に報告する思考・取組を推進する。 

・報告受領者は謝意を伝え、報告者の心理的安全性を確保する 

・原因分析と再発防止策は、報告後、速やかに検討する 

・重大事案は、報告しないことそのものが処分対象となり得るも

のとする 

 

（２）「人づくり」の取組 

「①「できて当然」の前提」と「⑤社会環境変化への適応力の弱さ」を変えるため、評

価・研修・採用・異動を見直すとともに、スキルシェアリングの導入、副課長の役割の

再定義をします。 

「人づくり」の取組 

1 人事評価制度の見直し 個人としての能力と業績を評価する現行の人事評価制度を改 

め、組織の目的と市民価値を起点とした、チームへの貢献や業務 

改善・生産性の向上への貢献を評価し、かつ職位ごとに目指すべ

き職員像が分かりやすい人事評価制度とする。 

「個人別目標実行計画表」には、組織目標（総合計画他各種計画 

等）の実現のために、当該職員が実行すべき事項を記載する。 

管理監督者の登用は、上司の評価を反映するだけでなく、同僚 

や後輩が納得する職員が登用されるようにする。 
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2 研修の見直し 職位に求められる役割に応じた研修の見直し・再構築、理想の組

織・職員像に向け、現状の職員像がどういう状態にあるのか、そ

の特性を踏まえたうえで必要とされる研修を行うとともに、研

修後のフォローアップを行うことで効果検証を行う。 

・部下とのコミュニケーションを含め標準的な管理監督者像を学 

習する研修 

・行政課題の解決が目的、業務は手段という考え方を徹底するた 

めの「論理的思考（ロジカルシンキング）」研修 

・職員全体が公務員倫理を一定レベル保ち続けるため、事業者と

の関わり方についての具体例を用いた「公務員倫理」研修 

３ 採用制度の見直し 「必要とされている実感」「やりたい仕事ができる」等職場とし 

ての価値を高めるとともに、組織として求める人材（経験、能力 

や性格等）を明確にし、それを採用の判断基準とする。 

４ 異動スパンの短縮 異動に伴う負荷を軽減するため、担当者の業務を部署内で共有 

するための仕組みを設けたうえで、不正防止や視野を広く持つ 

職員を育成するため、原則として３年、最長でも５年で異動す 

こととする。 

５ スキルシェアリング 職員個人のスキルや経験を、申告にもとづいて登録、庁内共有 

する。特に、全庁に共通して求められるスキル（議会、予算決算、 

契約、法務、会計事務等）の情報は、人事異動時に各部局にバラ 

ンスよく配置するために活用する。 

６ 兼務副課長の廃止 副課長は、職の設置等に関する規則に規定する「特定事務」「計画 

策定」「業務改善」の具体的な業務がある課室のみに設置し、係長 

事務取扱の副課長は設置しない。 

 

（３）検討なき前例踏襲を起こさない取組 

「⑤社会環境変化への適応力の弱さ」を変えるため、前例踏襲の背景のひとつである、

既存の事業をやめられないという課題とそれに伴う人的余力の欠乏に対し、行政改革を

進めやすくするルールを設け、スクラップ＆ビルドを体質化します。 

検討なき前例踏襲を起こさない取組 

1 ワンイン／ワンアウトルー

ル 

新しい事業、業務（調査、イベント、会議等）を1つ始める際、原 

則として、既存の事業、業務を1つ廃止または凍結しなければな 

らないというルールを導入する。 

2 事業棚卸（仕分け）ルール 定期的に、各課・係において実行中の業務等を棚卸し、組織目標

と照らし合わせ不要と考えられる業務、過剰品質な作業等を原則

として最低1つ以上廃止するというルールを導入する。 
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２．事務ミス対策検討チームの提言 

（１）チームワークを強化する取組 

 「②チームワークの弱体化」と「⑤社会環境変化への適応力の弱さ」を変えるため、組 

織や各職員の役割の見直すとともに、職員間の連携を強化します。 

チームワークを強化する取組 

１ 全庁的なマネジメントの

強化と業務改善推進体制

の構築 

共通業務の集約化や、専門知識を有する部署への権限付与等に

より、全庁的な業務効率化を促すような働きかけやマネジメント

水準の向上を図る。 

・現場に業務改善を提案し、実現する組織や仕組みを導入する 

・管理監督者の人事評価や昇格にあたり、マネジメントの資質や 

実績を重視する 

・管理監督者は、プレイングマネージャーとしての個人の業務達成

よりも、マネージャーとしてのチームとしての業務達成度を重視

して行動する 

・常勤職員においては各職位の役割、会計年度任用職員において

は各職種の役割や業務を組織レベル、部署レベルにおいて再定

義する 

２ 職員一人ひとりを支援す

る取組 

職員間の連携を強化する

取組 

組織として得たノウハウを庁内で共有、可視化する。 

・繁閑に応じた部署間応援の活発化 

・特定業務に詳しい職員（異動した前任者等を想定）の情報を一元 

化し、業務時間の一部をシェアすることで各職員が抱える課題 

の解決を支援 

・そうした職員をコンシェルジュやマイスターとして奨励・周知す 

ることで、さらなる活用を図る 

・何でも相談できる専用チャットチャンネルの開設 

 

（２）チェック機能を確保する取組 

 「③不十分なチェック機能」を変えるため、全庁レベル、現場レベルそれぞれの役割を 

明確化するとともに、事務ミスが起きにくい職場環境づくりを進めます。 

チェック機能を確保する取組 

1 チェック体制の再構築 既存のチェック体制を見直し、不正防止・事務ミス防止の体制を再

構築する。 

・全庁共通業務は、業務所管部署が積極的に現場を支援、制度の 

改善や制度趣旨の理解を促し、サービス品質の向上を図る 

・「主任 ・副主任制度」を、関係例規改正により、正式に位置付け 

副主任が決裁時において、十分な校閲機能を果たすよう役割を 

明確化する 

・ジョブローテーションによる担当者の固定化解消の取組もあわ

せて原則化することで、多面的なチェックを可能にする 

・事務ミス防止を目的とした職員のスキルアップ支援 
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2 適正な事務執行のための

時間確保や環境整備 

各業務の準備・事後処理やダブルチェック、企画立案等のための

時間を確保する。 

・共通業務の集約、リモートワークや集中タイムの導入による業務 

効率化や開庁時間の短縮 

・マニュアルの随時更新やチーム内でのデータ、書類等の整理・共

有の強化により、都度の資料検索や対応確認の時間短縮 

・高性能PCや大型モニターの導入、専用ソフトウェアといった業

務内容の高度化に対応したハード面の整備 

 

（３）組織として職員の知識や情報を継承する取組 

 「④組織の未来への関心不足」を変えるため、従来の異動のための引継ぎという視点を

超え、組織として職員の知識や情報を継承する、「業務の見える化」を推進します。 

組織として職員の知識や情報を継承する取組 

１ 引継ぎから「業務の見える

化」へ 

業務の属人化を防ぐとともに、情報の透明化・共有化を図ること

で、休暇取得の促進や柔軟な人事異動を実現する。 

・年度末に前任から後任への引継書として行われていたこれまで

の引継ぎを、通年・組織（チーム）での進捗状況共有として定期的

に実施 

・「職務記述書（ジョブディスクリプション）」の作成、業務マニュア

ルの作成・更新を組織として支援し、些細なことでも口頭ではな

く文字として可視化 

・意思決定の背景や理由を未来に残す、公文書管理の徹底 

 

 

（４）変化を促進する取組 

 「⑤社会環境変化への適応力の弱さ」を変えるため、積極的に先進技術を活用するとと

もに、安心して提案することができるよう、職員の心理的安全性の確保に取り組みます。 

変化を促進する取組 

1 社会環境変化に対応した

業務のアップデート 

先進技術を活用して業務を見直す。 

・デジタル技術やAI等の活用による市民サービスの向上と業 

務効率化 

・庁内システムにおいては、入力間違いを事前にチェックし、アラ

ートするデジタルアダプションの導入 

・共通プラットフォームの積極的な活用により、会計年度任用職員

や県採用職員等との情報連携を強化 

・国や自治体職員間の全国ネットワーク※への参加を推奨し、先 

進事例の情報を収集 

※デジタル改革共創プラットフォーム、オンライン市役所、行政職

員デジタルガバメント推進会議等 
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変化を促進する取組 

2 心理的安全性の確保 

 

上司と部下、同僚、部署間の建設的な批判や指摘が行われ、不祥

事や事務ミスの防止、業務改善が図られるよう、安心して声を上

げられるための心理的安全性を確保する。 

・各種ハラスメントに対する組織的な対応と具体的な理解の促進 

・係や課といったチーム内での事務ミス情報共有の徹底、コミュ

ニケーションの充実 

・意思決定プロセスの積極的な庁内共有 

・内部通報制度における通報者の保護体制の整備 

・市長も主事補も会計年度任用職員も、業務に関して意見を交わ 

すことついては対等であることを宣言 
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組織風土改革を実現するために 
 

１．推進体制を整備する 

   組織風土改革検討チームは、職員コンプライアンス推進委員会における調査検討部会

の枠組みに基づいて活動してきましたが、組織風土改革の取組は、法令順守といったコ

ンプライアンスの範囲にとどまらず、広範囲に影響すると考えます。 

そのため、市役所全体としての改革であることを前提とし、それを推進するために、 

必要な権限や人的資源を備えた組織や体制の構築が必要です。 

 

２．ロードマップを作り段階的に実施する 

      提言に基づく取組を進めるにあたり、制度やルールの改正が必要となるものや、相応

の費用を伴うもの、市民サービスに影響する事項や職員の処遇に関する事項等、いくつ

かの課題が明らかになっており、これらについては慎重かつ段階的な対応が必要です。 

    また、改革の目的を職員と共有し、スムーズかつ効果的に進めるには、全庁で一斉に

多くの取組を実施するのではなく、まず、一部の部局からスモールスタートで始め、実

績を積み重ねた上で、全庁に波及させる方法が有効であるとアドバイザーから助言を受

けています。 

このような段階的なアプローチを採用することで、職員間の理解と協力が得やすくな

るとともに、改革の効果を実感しやすい環境を整えることが可能となります。 

   改革の実施にあたっては、「すぐに実行可能なもの」と「実行に向けて準備が必要なも 

の」を区分し、それぞれの取組の実施時期を見据えたロードマップを作成し段階的に実 

施することが有効であると考えます。 

 

３．進捗を確認し試行錯誤しながら進める 

   組織風土改革を成功させるためには、改革の進捗状況を定期的に確認する仕組みを導

入することが重要です。また、進捗状況の確認を行うことで、必要に応じて対応策を講

じることが可能となります。 

さらに、現時点で示された取組が、唯一の正解であるとは限らない点にも留意が必要 

です。そのため、社会情勢の変化や技術の進歩等に応じて調整を行いながら、試行錯誤

を重ねることが現実的です。 

そのプロセスにおいては、組織風土改革検討チームに関わった職員に限らず、職員間

の対話を幅広く促進し、創意工夫を取り入れることや、新たなアイデアを受け入れる姿

勢を持つことが効果的です。 
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亀井 大樹     （都市部建築指導課） 

木村 直文     （市民部人権・男女共同参画課） 

               関原 晃太郎    （教育部教育総務課） 

東宮 秀一郎    （福祉健康部福祉政策課） 

初瀬川 芳典    （上下水道局下水道整備課） 

保科 一徳     （上下水道局下水道整備課） 

御嶽 佑介     （環境部ゼロカーボン推進課） 

ラッグ 玲子    （教育部教育総務課） 

 

 （２）アドバイザー 

    森総合研究所 代表・首席コンサルタント  森 健 

    市コンプライアンス推進アドバイザー 弁護士 藤嶋 崇友 

  

（３）オブザーバー  企画部企画政策課 

           企画部職員課 

           企画部情報システム課 

           総務部総務課 

 

（４）事務局     企画部コンプライアンス推進課 

 

 

 

 

 

 

 



13 

２．検討の経過 

   第１回会議 令和７年 11月11日（火） 午前９時00分～午前 11時00分 

    ・コンプライアンス推進委員長（市長）あいさつ 

・メンバー自己紹介 

    ・不祥事・事務ミスの現状について 

    ・検討の進め方 

    ・現状の課題について意見交換 

 

   第２回会議 令和７年 12月１日（月） 午前10時00分～午前12時00分 

    ・組織風土改革の視点（森総合研究所 代表・首席コンサルタント 森健） 

    ・問題となる組織風土（案）について 

    ・組織風土改革の取組の事例紹介 

 

   第３回会議 令和７年 12月23日（火） 午前９時30分～午前 11時 30分 

    ・組織風土改革の取組について 

 

   第４回会議 令和８年１月 23日（金） 午後３時30分～午後５時 00分 

    ・提言書について 

 

   上記のほか、チーム別のミーティングを、意識改革検討チームが８回、事務ミス対策 

検討チームが８回、実施するとともに、庁内情報共有ツールを活用して随時チーム内の 

意見交換を実施しました。 
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（仮称）公文書管理条例の検討状況について 

 

１ 概 要 

（仮称）小田原市公文書管理条例については、令和８年４月１日施行を目

指していたが、市議会や市民意見等を踏まえ、先進都市への視察や専門家の

アドバイスを求めた。 

その結果、様々な課題が判明したことから、より実効性のある条例にする

ため、さらに検討を重ね令和８年度中の条例制定を目指すこととする。 

 

２ 今までの経緯 

年月日 内 容 

令和７年 

２月 ４日 

総務常任委員会報告「公文書管理条例の制定について」 

３月 13 日 条例の制定を目指し、市長が情報公開審査会へ「小田原市公文書管

理条例のあり方について」を諮問 

10 月 ７日 市長が情報公開審査会会長から答申書を収受 

11 月 １日 広報おだわら 11 月号に概要掲載 

11 月 ７日 総務常任委員会報告「（仮称）小田原市公文書管理条例の制定に向

けての検討について」 

  11 月 14 日 パブリックコメント実施（期間：11 月 14 日～12 月 15 日） 

31 件・８人から提出（参考資料３－１） 

 12 月 ４日 先進都市（豊島区）視察・担当者（アーキビスト※）との意見交換 

（概要）条例制定までの流れ、重要公文書の選別方法と事務作業、

職員の事務量、管理委員会の役割の確認等 

令和８年 

 １月 ６日 

神奈川県立公文書館視察・担当者（アーキビスト※）との意見交換 

（概要）重要公文書の公文書館への移管手順、重要公文書の選別作

業の事務量、重要公文書の利用方法の確認等 

資料３ 
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 １月 29 日 アーカイブ（記録保存）学の専門家（大学教授）への相談 

（概要）公文書管理条例における管理方法、公文書管理機能として

の運用方法、管理委員会の運用方法の相談、先進都市の事

例紹介、アドバイザー依頼等 

※アーキビスト：歴史的や法的に重要な文書や資料を収集、整理、保存し、  

利用できるように管理する専門職 

 

３ 課 題 

  先進都市及び専門家（アーキビスト）への聞き取りにより、次のことが必

要であることが判明した。 

(1) 検索性など電子公文書の利点を活かした保管体系への全面的な見直し 

(2) 重要公文書の選別、廃棄、保存及び利用に係る費用と人員の配分 

(3) 管理体制を整えるための専門家（アーキビスト）の確保 

(4) 職員の公文書管理の重要性に対する意識のズレの解消 

  

４ スケジュール 

年 月 内 容 

令和８年度（前半） 

 

・課題の検討 

・総務常任委員会への中間報告 

・職員研修（通年） 

令和８年度（後半） ・総務常任委員会への報告 

・条例案についてパブリックコメントの再実施 

・条例議案提出（制定） 

・（仮称）小田原市公文書管理委員会の設置 
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「(仮称)小田原市公文書管理条例等の制定について」に対する 

市民意見の概要 

 

(1) 目的に関すること 

 ・市民の権利保障と行政の説明責任をより明確にし、公文書の公共性と非恣意

性を制度の根本理念として明記するために修正を提案する。 

 ・公文書が「市民共有の知的資源として、区民が主体的に利用し得るものであ

ること」を盛り込むべきである。 

・市長が公文書管理の基本方針を明確に宣言し、市全体の方向性を示すべきで

ある。 

(2) 公文書の定義に関すること 

・公文書管理法でいう行政文書、歴史公文書等、特定歴史公文書等との関係性

がわかるように条例で定義するべきである。 

・特定歴史公文書（特定重要公文書）は含まれず、行政文書についての規定で

あるから、行政文書の作成、行政文書の整理、行政文書の保存、行政文書フ

ァイル等管理簿、行政文書ファイル等の廃棄等にタイトルを変更するべきで

ある。 

・指定管理者や出資法人の文書管理についても、本条例に努力義務を明記する

ことが望ましい。 

(3) 公文書の作成に関すること 

国の公文書管理法の体系および自治体実務と整合させるため、「行政文書の

作成」に改めるべきである。 

(4) 公文書の整理に関すること 

・国の公文書管理法の体系および自治体実務と整合させるため、「行政文書の整

理」に改めるべきである。 

・公文書の整理について、内容はいつわかるのか。 

(5) 公文書の保存に関すること 

・ここで取扱う公文書には、特定重要公文書を含まないので、タイトルは（行

政文書の保存）とすべきである。 

・保存方法・場所を今から決めるべきである。 

・「保存期間は永久とし」とする表記が望ましい。 

・どの様な公文書が「…１年、３年、５年、10 年及び 30 年…」となるのか。

保存期間はいつわかるのか。 

  

参考資料３-１ 
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(6) 行政文書ファイル等管理簿に関すること 

ここでいう公文書は選別前であり行政文書であるため、条項タイトルも「公

文書ファイル等管理簿」とするのではなく、公文書管理法に合わせて、「行政文

書ファイル等管理簿」とするべきである。 

(7) 有識者等委員会に関すること 

 ・有識者等委員会の役割、メンバーに必要な知見、能力についての記載がなく

妥当性が判断できない。 

 ・公文書管理制度の信頼性と実効性を高めるためには、有識者等委員会を「形

だけの組織」にせず、専門性・独立性・透明性を備えた市の記録管理の番人

として位置付ける必要がある。 

 ・委員会の設置とその調査内容、組織に関する定めなどを条例で具体的に定め

る必要がある。 

・有識者等委員会でなく、専門職を配置した「公文書管理委員会」とすべきで

ある。 

・公文書館実務に精通した現場の人材に委員を委嘱するべきである。 

(8) 管理状況の報告に関すること 

  実施機関による報告事項をより明確化し、国の公文書管理法及び行政文書管

理ガイドラインの趣旨に沿うよう、条文を修正することを提案する。 

(9) 重要公文書に関すること 

 ・重要公文書は、市政の透明性確保や将来の行政検証に不可欠であり、その価

値判断には専門領域が必要であるため、その選別には「選別委員会方式」を

導入するべきである。 

 ・条例に、「特定重要公文書」の定義を追加するべきである。 

 ・重要公文書には、特定重要公文書を含まないので、タイトルは（特定重要公

文書の保存）とすべきである。 

・重要公文書の定義の明確化が必要である。 

 ・時間の経過とともに重要な文化財的な価値を生む写真の記述をどこかに追加

した方がよい。 

(10) 電子化の推進等に関すること 

・公文書管理の適正化、行政運営の透明性、市民の知る権利の保障、業務の効

率化、災害時の業務継続性の確保の観点から、電子化の推進について明確に

規定するべきである。 

・国の電子的管理の基本的方針を踏まえ検討をするべきである。 
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(11) 管理体制に関すること 

 ・公文書管理条例の管理体制を施行規則ではなく、条例に記載するべきである。 

・文書主任、文書整理員は、事務の推進者であり、公文書管理の主たる体制 

を担うものではないと考えるべきである。 

・市の組織内部で公文書管理に携わる専門的人材の確保を中長期的な視点で検

討するべきである。 

(12) 職員の意識の向上に関すること 

 ・目標の「知識・能力の確実な習得」への転換及び国の法体系に整合させるた

め、タイトルを研修に変更するベきである。 

 ・研修も第三者委員会も必要である。 

 ・認証アーキビストなど公文書管理の専門職を配置し、具体的な取り組みや職

員研修の取り組みが必要である。 

(13) 公文書館機能に関すること 

・重要公文書の管理・運営体制を含め公文書館機能の条例化をするべきである。 

・歴史的緊急事態相当の場合は重要公文書とし、不祥事に関連した公文書も公

文書館に移管するという定めを条例に含めるべきである。 

・保存媒体の劣化やシステム入れ替えなどのため、保存文書を新媒体または新

システムへの移行について言及するべきである。 

・利用公開について、どのように規定するか。 

・過去の重要公文書の利用を支援するためにアーキビスト等文書管理の専門職

員が担当することが望ましい。 

(14) 情報公開条例との関係に関すること 

 ・行政文書及び特定重要公文書の公開が情報公開条例に基づいて行われること

が明記されていないため、条項を追加するべきである。 

 ・公文書管理条例は職員の規律づくりと市民が積極的な情報公開にかかわる施

策が必要であり、具体的な方法を市民に説明してもらいたい。 

(15) 準備条項の新設に関すること 

 ・行政文書の「作成」「整理」「保存」について実効性を確保するために不可欠

な「行政文書管理のための準備」条項を設けることを提案する。 

・必要な文書が作成されていない、残された文書に必要な事項が記載されてい

ないといった事象を減らしていくために、行政文書管理の準備について条例

内に条項として明記するべきである。 

(16) 条例全体に係る提案等 

 ・条例の実効性を担保するため、ガイドラインを作成するべきである。 
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 ・条例の制定を契機にこれまでの公文書を徹底して見直した方がよい。 

・各種委員会の資料、議事録を期間を定めて市ＨＰで公開してもらいたい。 

・本市定例記者会見の資料や記者との質疑も公開してもらいたい。 

・形だけの策定とならないようにするべきである。 

・不祥事や事件の再発防止につながるようにするべきである。 

・市民の理解が高まるような説明・解説が必要である。 

・列挙されたポイントの根拠が示されていない。 

・実際に運用している機関へのヒアリングが必要である。 

・国の取組も踏まえ検討をするべきである。 

・公文書管理を業務・内部統制とも密接に関連づけるべきである。 

・永年文書の目次公開から評価・選別の方法基準とその結果を公表して欲しい。 

・マイクロフィルム化すれば原本廃棄するルールになっているが、今後、どの

ように考えるか示すべきである。 

(17) 条例制定に関する質問 

 ・なぜ事業を進めるために必要な情報共有がされていなかったのか。 

・経緯や意思決定の過程が分かる文書が作成されていなかったのか。 

・文書の適正かつ円滑に処理することの中に、公文書の適正な管理は含まれて

いるか。 

・経緯や意思決定の過程が分かる文書が作成されないことが生じないようにど

のようなことを行うか。 

・情報公開条例の目的にはなく、公文書公開条例にはある目的は何か。 

・条例に罰則規定を設けなかった理由はなぜか。 

・なぜ実施機関に議会が入っているのか。 

・なぜ実施機関に指定管理者が入っていないのか。 

・体育協会と水道サービスセンターが除外されている理由はなぜか。 

・文書管理者及び責任者等の等とは何か。 

・文書管理者及び責任者等と文書主任・文書整理員は何が違うのか。 

・文書管理者及び責任者等と文書主任・文書整理員は併任を認めないのか。 

・条例施行前に作成された重要公文書に該当するような文書はもう取り扱われ

ないのか。 

・公文書の改ざんや資料の差替えの防止は、紙、電子でどの様にするのか。対

策は、どこに明記するのか。 

 


